
派遣スタッフ就業規則 

 
第１条 （目的） 
１．この就業規則は、株式会社ジョブコム（以下「会社」という）が自己の雇用する労働者で、会社

が労働者派遣契約を締結した派遣先企業において役務を提供する者（以下「派遣スタッフ」とい

う）の労働条件等について定めたものである。 
２．就業する派遣スタッフに関しては、個別の就業条件を定めて明示している他、この就業規則に定

めるものとする。 
 
第２条 （法令との関係） 

この就業規則に定めていない事項は、労働基準法、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣

労働者の就業条件の整備等に関する法律（労働者派遣法）その他の関連法令の定めるところによ

る。 
 
第３条 （運用の方法） 
１．派遣スタッフは、この規則を必要なときに読み、会社との信頼関係とルールを大切にしなければ

ならない。 
２．派遣スタッフは、この規則を読まなかったことで弁解をすることはできないものとする。 
 

第４条 （登録及び雇用契約の締結） 
１．この就業規則の中の派遣スタッフとは、就業を希望する者の中から、会社の所定の基準によって

選考され、登録した者をいう。 
２．会社は、派遣先との労働者派遣契約に基づき、その都度登録者の中から適任と認めた者に対して

労働条件を明示し、派遣スタッフの同意の上、雇用契約を締結する。 
 
第５条 （業務の内容） 

派遣スタッフは、この規則及び会社が明示する条件に従い、派遣先の指揮命令者の指示に従って

業務を遂行しなければならない。 
 
第６条 （就業の場所） 
１．派遣スタッフは、会社が指示した職場において業務に従事するものとする。 
２．会社は、業務上必要と認めた場合は、派遣スタッフに対し異動を命ずることができる。この場合、

派遣スタッフは正当な理由なく拒むことはできない。 
 
第７条 （提出書類） 

派遣就業に際し派遣スタッフは、身分証明書の写し（現住所の確認できるもの）、扶養控除申告書、

健康診断書、年金手帳及び雇用保険被保険者証（常用雇用とみなされる場合）、健康保険被扶養者

届（常用雇用とみなされ、被扶養者がいる場合）、誓約書等、会社が必要とし、指定する書類を速

やかに提出しなければならない。 



 

第８条 （試用期間） 
派遣スタッフには、試用期間を１４日間設ける。試用期間中に不適格と認められた場合は、会社

は雇用契約を即時に終了する。 
 

第９条 （雇用期間） 
１．派遣スタッフの雇用期間は、１年を超えない範囲で個別に定める。 
２．前項の雇用期間は更新することがある。契約の更新は、次のいずれかにより判断する。 
 (1) 派遣先との契約更新の有無 

(2) 派遣業務の内容又は契約の条件変更の有無 
 (3) 能力・業務成績・勤務態度 
 (4) 派遣業務の進捗状況 

(5) 前各号に準ずる状況の有無 
 ３．前項により雇用期間が更新されることとなった場合は、派遣スタッフへ事前に通知する。 
 
第１０条 （退職） 
１．派遣スタッフが次の各号のいずれかに該当したときは、退職とする。 

(1) 雇用契約の期間が満了したとき 
(2) 退職を申し出て、会社が承認したとき 
(3) 解雇されたとき 
(4) 死亡したとき 
(5) 会社に届け出のない欠勤が所定の休日を含め、その日から１４日を経過したとき（みなし退職） 

 ２．派遣スタッフが自己の都合により退職を会社に願い出る場合、退職を希望する日の１ヶ月前まで

に申し出なければならない。  
 ３．退職を申し出た者は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを完了しなければならない。 
 
第１１条 （解雇） 
１．派遣スタッフが次の各号のいずれかに該当するときは、解雇する。 

(1) 出勤状況、勤務態度等が著しく不良で改善の見込みがなく、派遣の役務提供を遂行できないと

会社が判断したとき 
(2) 経歴を詐り、その他詐術を用いて雇用されたとき 
(3) 業務全般に関して著しく能力が劣り、かつ不真面目で就業に適さないと認められるとき 
(4) 身体又は精神の疾病、障害、虚弱のため、勤務に耐えられないと認められたとき 
(5) 服務規律に反したり、会社又は派遣先の禁止事項を行ったとき 
(6) 故意又は重大な過失により、会社又は派遣先に損害を発生させたとき 
(7) 会社又は派遣先が業務上、必要とし又はやむを得ない事由により組織機構の改革、事業の縮小、

統廃合等を行うことになったとき 
(8) やむを得ぬ業務上の都合によるとき 
(9) その他前各号に準ずる事由があった場合 

２．会社は、前号に該当し解雇した場合、もしくは派遣スタッフとしてふさわしくないと認めた場合、

派遣スタッフの登録を取り消すことがある。 



 

第１２条 （精算） 
１．派遣スタッフは、退職しようとするとき（解雇、懲戒処分含む。以下退職等という。）は、速や

かに会社及び派遣先からの貸与品を返還し、その他会社及び派遣先に対する債務を精算しなけれ

ばならない。退職等する前でも、会社及び派遣先から返還を求められた場合も同様とする。 
２．制服に関してはクリーニング等をし、原状に復して速やかに会社又は派遣先に返還すること。 

 
第１３条 （解雇の予告） 

会社は、派遣スタッフに解雇を通知するときは少なくとも３０日前に予告する。ただし、懲戒解

雇処分に該当する場合、又は派遣スタッフの責務が原因の解雇の場合、日々雇用される者及び雇

用契約期間が２ヶ月以内の者は、この限りではない。 
 
第１４条 （福利厚生） 

会社は、派遣スタッフの福利厚生のため必要な措置を講ずるものとする。 
 
第１５条 （服務規律） 
１．派遣スタッフは次に挙げる事項を遵守し、職場の秩序維持に努めなければならない。 

(1) この就業規則、その他の諸規則及び業務上の指示命令に従って勤務すること 
(2) 派遣先の規律や秩序を維持し、施設利用上の注意事項を守ること 
(3) 個人情報保護法を遵守し、派遣先及び職場で知り得た営業・取引先の機密、お客様情報(個人

情報)その他業務上知り得た事項について他に漏らさないこと。また、機密情報や個人情報は、

退職後も一切漏洩しないこと 
(4) 健康管理に留意し、急な欠勤・遅刻・早退をしないよう努めること 
(5) 就業時間中は自己の職務に専念し、承認なく職場を離れないこと 
(6) 就業時間中はその職場にふさわしい服装を心得て身だしなみを整え、他人に対しては明るく親

切に、言葉使い及び態度を丁寧にすること 
(7) 許可なく職場の書類、マニュアル、電子メディア類を持ち出さないこと。また、許可なく職場

に記録可能の媒体を持ち込まないこと 
(8) 日常携行品以外の私物、及び不必要な高額の金品等をみだりに職場に持ち込まないこと 
(9) 届け出なくマイカー通勤をしないこと。マイカーを業務で使用しないこと。また、派遣先から

業務遂行のため車の運転を求められたときは、直ちに会社に届け出、その指示を仰ぐこと 
(10) 職場で政治活動・宗教活動、喧伝、集会、寄付、署名、副業等業務に関係ない活動をしない

こと 
(11) 雇用管理及び就業条件等にかかわることに関しては会社に相談し、派遣先と直接交渉しない

こと 
(12) 自己の利益を図るために、業務上の地位を利用しないこと 
(13) 会社及び派遣先の会社の信用を傷つけないこと 
(14) 業務に関係することで、会社の許可なく特許の出願・著作をしないこと 
その他文書に定められていない事項については、会社及び派遣先に確認しながら行動すること。 

２．前項の行為及び準ずる行為により事故、損害が発生した場合、会社は一切の責任を負わない。 
 



 

第１６条 （施設・物品等使用上の服務規律） 
１．派遣スタッフは、会社又は派遣先に帰属する施設及び物品等を使用等するにあたり、次の事項を

守らなければならない。 
(1) 会社又は派遣先に帰属する施設、機械器具、什器備品（制服、鍵、名札、各種セキュリティー

カード、ＩＤカード等を含む）、及び資料等を破損、汚損することのないように丁寧に取扱い、

かつ、紛失したり第三者にわたることのないように管理・保管を厳重に行い、業務以外の目的

で使用しないこと 
(2) 会社又は派遣先の物品等を職場外に持ち出さないこと 
(3) 制服を貸与された者は、就業時間中これを着用すること 

 
第１７条 （知的財産権の取扱い） 
１．派遣スタッフの職務上成果にかかわる知的財産権は、会社又は派遣先に帰属する。 

 ２．派遣スタッフは、前項の知的財産権に対して会社及び派遣先にいかなる権利主張も対価の要求も

行わないものとする。 
 
第１８条 （出退勤等） 
１．派遣先で定められた始業時刻に業務を開始できるよう出勤し、終業後（業務終了後）は速やかに

退出すること。 
２．派遣スタッフは、勤務した日につき派遣先において所定の用紙又はシステムに出退勤の時刻及び

勤務時間を記録し、派遣先の確認を受け、所定の期日までに会社に提出しなければならない。 
 
第１９条 （遅刻・早退） 
１．派遣スタッフが始業時間より遅れて出勤した場合は、遅刻扱いとする。派遣スタッフが終業時間

前に退出する場合は、早退扱いとする。 
２．遅刻、早退をする場合は、その都度、派遣先指揮命令者又はこれに準ずる者及び会社に事由を届

け出て承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない場合は事後速やかに届け出て承認を

受けなければならない。 
 
第２０条 （欠勤） 
１．派遣スタッフが私事で欠勤するときは、あらかじめ会社及び派遣先の許可を得なければならない。 
２．許可を得ずに欠勤した場合、許可を得た内容と違う理由で欠勤した場合は、無断欠勤したものと

みなす。 
 
第２１条 （傷病事故による欠勤） 

派遣スタッフが業務以外の傷病のため長期にわたって欠勤するときは、速やかに会社へ届け出な

ければならない。また、災害・事故等によるやむを得ない事情により、長期欠勤する場合も会社

に届け出ること。欠勤が引き続き１０日以上となるときは、会社は医師の診断書の提出を指示す

ることがある。 
 
 



 

第２２条 （就業の差し止め） 
１．派遣スタッフが次に挙げるいずれかに該当した場合は、会社及び派遣先はその派遣スタッフの就

業を差し止め、又は退場させることがある。 
(1) 業務を妨害し、職場の秩序もしくは風紀を乱し、又はその恐れのある者 
(2) 火気、凶器その他業務に必要でない危険物を携帯する者 
(3) 社会通念上特異とみられる服装、化粧、髪型、毛染等を行ったまま業務に従事しようとした者、

又は従事した者 
(4) 酒気を帯びている者 
(5) 会社の許可なく業務以外の事由により派遣先又は会社に入場し、また終業後（業務終了後）退

場しない場合 
(6) 派遣先又は会社の命令に従わず業務遂行を拒否する者 
(7) その他前各号に準ずる事実又は状況が認められる者、会社が就業を差し止めることが必要と認

めた場合 
 
第２３条 （携行品） 

日常携帯品以外の物を携行して出勤しないこと。また所持品は、自己の責任において管理するこ

と。出退勤の際、所持品について説明、提示を求められたときは、これに応じること。 
 
第２４条 （マイカー通勤等の禁止） 
１．派遣スタッフは、通勤手段として鉄道・バス等の公共機関を用いるものとし、会社に申し出て所

定の手続きの上で許可を受けた者以外は、自家用車による通勤をしてはならない。 
２．単車・原動機付自転車等のバイク類による通勤をしてはならない。 
３．自家用車による通勤に際し、交通事故により他人に傷害を加え、又は他人の所有物に損害を加え

た場合においては、損害賠償等に関する問題は自己の責任において負担するものとし、会社は一

切の責任を負わない。 
３．会社の許可を得た者は、会社の指示する条件の任意損害賠償保険に加入し、許可申請時に保険証

書の写しを添付して提出しなければならない。なお、許可を受けた者が任意保険を更新し、もし

くは条件の変更を行った場合は、速やかに会社へ報告しなければならない。 
４． 派遣スタッフが第１項による会社の許可を受けた場合であっても、自家用車の利用は通勤に限り、

業務に使用してはならない。通勤以外に使用し事故等が起きた場合でも会社は一切の責任を負わ

ない。 
 
第２５条 （セクシャルハラスメント） 
１．派遣スタッフは、勤務時間中に他の従業員、他の派遣スタッフに対して、次に挙げるような性的

言動等による就業環境を害する行為（セクシャルハラスメント）をしてはならない。 
(1) 性的言動、性的関係の要求 
(2) 業務に関係のないワイセツ文書・図画等の持ち込みや提示 
(3) 髪・胸・腰・足・でん部等に意図して触れ、又は肉体部分へ注視すること 
(4) 執拗に交際をせまること 
(5) 相手方の望まない性的言動により、不利益や不快感を与えること 



 

(6) その他セクシャルハラスメント行為と疑念を抱かせる一切の行為 
２．派遣スタッフは、勤務時間の内外及び職場の内外を問わず、業務上の立場を利用して、前項に

該当するような行為を行ってはならない。 
３．セクシャルハラスメントに該当する行為を受けた場合は、速やかに派遣元責任者に連絡するこ

と。 
 
第２６条 （パワーハラスメント等） 

派遣スタッフが、上司や他の従業員より、職務上の地位・権限を濫用し本来の業務の範疇を超え

て人格と尊厳を侵害するような行為（パワーハラスメント）やいじめを受けた場合は、速やかに

派遣元責任者に連絡すること。 
 
第２７条 （病者の就業禁止） 
１．会社は、派遣スタッフが次の各号の一に該当するときは、会社が指定する医師の意見を聴取のう

え、就業を禁止する。 
(1) 伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかった者 

 (2) 勤務により、病気が悪化するおそれのある者及び病気治療後回復せず、通常勤務が困難と認め

られる者  
 (3) その他、法令に定める病気にかかった者 
２．労働安全衛生法第６８条に定めるところの疾病の場合は無給とする。 

 
第２８条 （賃金） 
１．派遣スタッフの賃金については、本人の能力、経験年数、資格、年令、勤務状況及び勤務条件に

基づき決定する。 
２．派遣スタッフの給与は、原則として時間給で、就業条件明示書のとおり実労働時間に対して計算

する。ただし、時間外勤務手当、休日出勤手当、通勤費等は別に支給する。 
３．派遣スタッフが、１日の法定労働時間を超えて就労した場合、又は法定休日に就労した場合には、

割増賃金を支給する。 
４．法定休日とは、第４２条に規定する休日を言う。 

 
第２９条 （給与の支払方法） 
１．給与は毎月１日から末日を１ヶ月とし締め切り計算して、翌月２０日を支払日とする。 
２．給与は通貨で全額各派遣スタッフに支払う。ただし、本人の同意を得て、金融機関の本人名義の

預金口座に振り込むものとする。 
３．給与の支払日が、会社の休日又は金融機関が休日の場合は、給与の支払をその前日の営業日に繰

り上げるものとする。ただし、会社又は金融機関の休日が３日以上続く場合は、事前に連絡の上、

支払日を繰り下げることがある。 
 
第３０条 （不就労の取り扱い） 

遅刻・早退・欠勤については、理由の如何を問わず、その時間分の賃金を支払わない。悪天候、交

通機関の遅延等による場合も同様とする。 



 

第３１条 （時間外勤務手当） 
法定の労働時間を超えて勤務を行った場合は、労働基準法に定めるところの計算式で算出した金

額以上の割増賃金を支給する。 
 
第３２条 （休日出勤手当） 
１．法定休日に勤務を行った場合は、労働基準法に定めるところの計算式で算出した金額以上の割増

賃金を支給する。 
２．前項の休日出勤手当は、振替休日を取得した際には支払わない。 

 
第３３条 （給与の控除） 
１．所得税や社会保険料等法令で定められたもの、及び従業員の代表者との労使協定に基づく控除項

目を差し引き、給与の支払いを行う。 
２．本人の同意を得た上で、派遣先での食事代、制服クリーニング代、弁償代（制服の汚損、ID カ

ードや鍵の紛失の再発行費用）等、会社が立て替えた費用を控除することがある。 
３．派遣スタッフの急な退職等により、給与の過払い金額及び給与控除金額を残した場合、又は休業

中の社会保険料等を会社へ支払う場合は、会社の発行する計算書等の通知に従い、会社名義の指

定口座へ当該金額を振り込むものとする。 
 
第３４条 （昇給） 

会社は、派遣スタッフについて賃金の昇給を行うことがある。 
 
第３５条 （賞与） 

派遣スタッフには、賞与は支給しない。 
 
第３６条 （退職金） 

派遣スタッフの退職及び解雇の際には、退職金は支給しない。 
 
第３７条 （勤務時間及び休憩時間） 
１．派遣スタッフの勤務時間は、法定の範囲内で派遣先の就業形態に応じて決定し、始業・終業・休

憩の時間は就業条件明示書にて明示する。 
 ２．勤務日、勤務時間は、業務の都合により変更することがある。 
３．派遣先企業により、１か月単位・１年以内単位の変形労働時間制又はフレックスタイム制を適用

することがある。  
 
第３８条 （1 か月単位の変形労働時間制） 
１．会社は、1 か月単位の変形労働時間制を採用している派遣先に就業している派遣スタッフ及び必

要のあるスタッフについては、原則として、毎月 1 日を起算日とした 1 か月単位の変形労働時間

制を採用する。この場合、所定労働時間は 1 か月以内で定めた変形期間を平均し、1 週間あたり

週法定労働時間を超えない範囲とし、特定の週又は日における労働時間、始業及び終業時刻は、

派遣先の就労形態を勘案して個別の雇用契約で定める。 



 

 ２．前項の場合、始業・終業・休憩の時間は、職場の就業形態に応じて決定し、月末までに翌月の勤

務割表を作成し派遣スタッフに配布する。 
 ３．前第 1 項の起算日は、派遣先の制度その他の事情を勘案して、個別契約により変更することがあ

る。 
 
第３９条 （1 年以内単位の変形労働時間制） 
１．会社は、労使協定で定めた期間（1 年以内）単位の変形労働時間制を採用することがある。 

 ２．前項に定める変形労働時間制を採用する場合は、労使協定により対象となる派遣スタッフの範囲、

対象期間、対象期間における労働日、及びその労働日毎の労働時間、その他法令で定める事項を

定めるものとする。 
 
第４０条 （フレックスタイム制） 
１．会社は、始業及び終業の時刻について、派遣スタッフの自主的決定に委ねることがある。この場

合、派遣先の就労形態を勘案してコア・タイム、フレキシブル・タイムを設けることがある。 
 ２．前項に定めるフレックスタイム制を採用する場合は労使協定により、対象となる派遣スタッフの

範囲、清算期間、清算期間における総労働時間、その他法令で定める事項を定めるものとする。 
 ３．前項に定める派遣スタッフが、第４６条に定める年次有給休暇を取得した場合には、労使協定に

定める標準となる 1 日の労働時間を労働したものとみなす。 
 
第４１条 （事業場外労働） 
１．派遣スタッフに就業時間の全部又は一部について、出張その他で事業場外で労働させる場合で、

労働時間を算定し難しいときは、個別の雇用契約により定める所定就業時間を労働したものとみ

なす。ただし、あらかじめ特段の指示をしたときはこの限りでない。 
 ２．前項の場合であって、事業場外の労働に要する時間が通常、所定就業時間を超える場合には、労

使協定に定める時間労働したものとみなす。 
 
第４２条 （休日） 
１．派遣スタッフに、少なくとも週に１日又は４週に４日の休日を与える。 
２．会社は、前項の４週に４日の休日を与える場合、原則として毎年４月第１日曜日を起算日とし、

４週間を通じて４日の休日を与える。 
３．休日は、業務の都合により変更することがある。 
４．会社は、業務上必要とする場合には、事前に前項の休日を各人毎に他の日に振替えることがある。

休日を振替えたときは、その日を休日とし、従来の休日は通常の勤務日とする。 
 
第４３条 （時間外及び休日勤務） 
１．業務の都合により、労働基準法第３６条に基づく「時間外労働・休日労働に関する協定届」に定

める範囲内で、第３７条に挙げた勤務時間以外の勤務及び第４２条に挙げた休日の勤務を命じる

ことがある。 
２．前項に該当した場合は通常の賃金の他に時間外勤務手当又は休日出勤手当を支払うものとする。 

 



 

第４４条 （非常時災害の特例） 
労働基準法第３３条に定める災害その他避けることができない事由により臨時に必要がある場合

は、あらかじめ行政官庁の許可を受け、又は事後の届け出により、この章の規定にかかわらず、勤

務時間の変更、延長又は休日労働をさせることがある。だたし、その場合は割増賃金を支払う。 
 
第４５条 （特定労働者の時間外勤務） 

次に定める特定労働者は本人が申し出た場合、時間外労働に関して月２４時間、かつ１年１５０時

間の範囲内とする。 
(1) 小学校就業前までの子を養育する派遣スタッフ 
(2) ２週間以上要介護状態にある家族を介護する派遣スタッフ 
ただし、職業上上位にある者で部下の職務を指揮命令する者及び専門業務従事者は除く。 

  
第４６条 （年次有給休暇） 
１．会社は派遣スタッフに対し、雇入れの日から起算して６ヶ月継続勤務し、かつ所定労働日数の８

割以上を出勤した場合には、労働基準法に定めるところの年次有給休暇を付与する。ただし、所

定労働日数が年間２１６日以下の者は、比例付与する。  

２．派遣スタッフが有給休暇を取得しようとする場合は、事前に請求しなければならない。ただし、

請求された時季に有給休暇を与えることが業務の正常な運営を妨げる場合は、会社は他の時季に

変更して与えることができる。 
３．年次有給休暇は次年度に限り繰り越すことができる。 
４．年次有給休暇により休んだ期間については、通常勤務した場合の賃金を支払う。 

 
第４７条 （産前産後休暇等） 

派遣スタッフの産前産後の休暇、育児時間、生理休暇については労働基準法の定めるところによ

る。ただし、業務に就かなかった期間及び時間は無給とする。 
 
第４８条 （育児・介護休業） 

育児・介護休業については、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律の定めに従い、事前に申し出ることにより、休業することができる。ただし、休業により業務

に就かなかった期間及び時間は無給とする。 
 
第４９条 （母性健康管理のための措置） 

会社は、派遣スタッフが妊娠中又は出産後１年を経過しない女性の場合、雇用の分野における男女

の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(男女雇用機会均等法)の定めるところにより、母性健

康管理のために必要な措置を講ずるものとする。ただし、講じた措置により業務に就かなかった期

間及び時間は、無給とする。 
 
 

継続勤務年数 ０.５年 １.５年 ２.５年 ３.５年 ４.５年 ５.５年 ６.５年以上 
年休付与日数 １０日 １１日 １２日 １４日 １６日 １８日 ２０日 



 

第５０条 （裁判員制度のための特別休暇） 
１．出廷日の時点で、2 ヶ月以上就業している派遣スタッフもしくは 2 ヶ月以上の就業見込みのある

派遣スタッフが、裁判員として審理に参加した場合、審理に要した実日数（最大５日）を特別休

暇として与えるものとする。また、裁判員候補者として選任手続きを行う場合は、１日分の特別

休暇を与えるものとする。 
２．前項により業務に就くことができなかった期間及び時間は、年次有給休暇取得時の給与相当額を

支給する。 
３．派遣スタッフが裁判員制度のための特別休暇を取得しようとする場合は、事前に請求しなければ

ならない。 
(1) 裁判員候補者名簿への登録通知書を受け取った場合：問合せ窓口へ電話連絡 
(2) 裁判員候補者選任手続きを行う場合：営業担当へ出廷通知書等の証明書類を FAX 
(3) 裁判員として審理に参加する場合：営業担当へ出廷通知書、出廷証明書等の証明書類を FAX 
 

第５１条 （遵守義務） 
派遣スタッフは、職場における労働者の安全と健康の確保に関する法令、及び職場の諸規則で定め

られた事項を遵守し、職場の従業員と相互に協力して災害の未然防止に努めなければならない。 
 
第５２条 （災害防止） 

派遣スタッフは、災害を発見し、又はその危険があることを知ったときは、臨機の措置をとり被害

を最小限にとどめるように努めなければならない。 
 
第５３条 （健康診断） 
１．会社は就労する派遣スタッフに対して、１年に１回以上定期健康診断を実施する。 

 ２．派遣スタッフは前項の健康診断を受診しなければならない。 
３．派遣スタッフが会社の行う健康診断を受けることを希望しない場合は、他の医師の健康診断を受

け、その結果を証明する書面を提出しなければならない。 
４．健康診断の結果、特に必要があると認められる場合には、就業を一定期間禁止することがある。 

 
第５４条 （業務上災害及び通勤災害） 
１．派遣スタッフが業務上及び通勤中に負傷し、又は疾病にかかり、もしくは死亡したときは、労働

者災害補償保険法に基づいて、各補償を受ける。 
２．前項の補償範囲は、法令及び行政官庁の認定するところによる。 
３．派遣スタッフが前項に定める補償等を受けようとするときは、その旨を会社に申し出るものとす

る。 
４．業務上災害による休業については、休業開始より最初の３日間について、会社は平均賃金の１０

０分の６０以上の補償を行い、休業４日目以後は労働者災害補償保険法による補償が行われる。 
５．派遣スタッフが、故意又は重大な過失により業務上負傷し、又は疾病にかかり、かつ会社が行政

官庁の認定を受けた場合、補償を行わないことがある。 
６．通勤災害の補償は、第三者行為に起因し、補償を受けられる場合は除外する。 
７．通勤途中の定義及び補償範囲は、法令及び行政官庁の認定するところによる。 



 

第５５条 （表彰） 
派遣スタッフが次に挙げるいずれかに該当する場合は、表彰するものとする。 

(1) 業務上有益な発明、事業に貢献した者 
(2) 社会的に見て、会社の知名度をあげるための貢献をした者 
(3) その他、会社がその業績を認めた者 

第５６条 （懲戒の決定） 
会社は、派遣スタッフが本章に定める懲戒基準に該当するときは、これを懲戒する。派遣スタッフ

は、その行為が勤務時間外、会社又は派遣先施設外での行動であることを理由にその責めを免れる

ことはできない。 
 
第５７条 （懲戒の種類） 

懲戒は、次の５種類とする。 
(1) 譴責 ＝ 口頭により将来を戒める 
(2) 減給 ＝ 譴責のうえ、１回につき平均賃金１日分の２分の１以内を減給し将来を戒める。た

だし、２回以上にわたる場合においてもその総額が、一賃金支払期における賃金総

額の１０分の１以内とする 
(3) 出勤停止＝１０日以内を限度として出勤を停止し、その期間の賃金を支払わない 
(4) 諭旨退職＝退職願の提出を勧告する。ただし、勧告に応じない場合は懲戒解雇する。 
(5) 懲戒解雇＝即時に解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、解雇予告手当を支

給しない。 
 
第５８条 （懲戒基準） 

派遣スタッフが次の各号の一に該当するときは懲戒に処する。 
(1) 会社又は派遣先の指揮命令に従わないとき、又は業務に背いたとき 
(2) 遅刻、早退、欠勤、私用外出、職場離脱、無断欠勤を頻繁に行い、注意しても改めないとき 
(3) 業務上不正又は不法行為があったとき 
(4) 故意又は重大な過失によって会社、派遣先又は第三者に損害を与えたとき 
(5) 職務を怠り、会社又は派遣先の業務に支障をきたしているとき、又はきたしたとき 
(6) 業務上、業務外を問わず、傷害、暴行、脅迫、強盗、窃盗、横領、詐欺その他の刑事犯罪に該

当する行為があったとき 
(7) 社内において賭博その他これに類する行為をなすなど、社内の風紀秩序を乱したとき、又は派

遣先の規律秩序を乱し他の従業員や他の派遣スタッフに悪影響をおよぼしたとき 
(8) 登録時又は雇用時に、登録条件、労働条件の要素となる経歴、職能、資格等を詐称していたと

き 
(9) 勤務に関する報告又は手続きにおいて、虚偽の申告、届出を行ったとき 

  (10)第１５条、第１６条、第２２条、第２４条、第２５条、第２６条のうち、いずれかの一に違反

したとき 
  (11)その他前各号に準ずる行為を行ったとき 
 
 



 

第５９条 (懲戒解雇) 
  派遣スタッフが次の各号の一に該当するときは懲戒解雇に処する。 
  (1) 第５８条の(6)～(9)に該当するとき 
  (2) 会社に届け出のない欠勤が所定の休日を含め、その日から１４日を経過したとき 
  (3) その他前各号に準ずる行為を行ったとき 
 
第６０条 （制裁事項の教唆・幇助・煽動） 

他の派遣スタッフを教唆、幇助又は煽動して、懲戒に該当する行為をなさしめた者は、行為者に準

じて懲戒処分を行う。 
 
第６１条 （損害賠償責任） 
１．故意又は重大な過失により会社、派遣先又は第三者に損害を与えた場合は、その損害の賠償をさ

せることがある。 
２．会社及び派遣先からの貸与品（制服、鍵、名札、各種セキュリティーカード、ＩＤカード等）を

汚損、紛失した場合、その損害を賠償しなければならない。 
３．当該賠償の責任は、退職後も免れることはできない。 

 
（附則） 

 
この規則は、平成２１年１月１日より改訂実施する。 


